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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
移
送
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
と
の
間
の
条
約
の
締
結
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
第
百
八
十
九
回
国
会
閣
条
第
一
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

我
が
国
は
、
欧
州
評
議
会
が
作
成
し
た
「
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
の
移
送
に
関
す
る
条
約
」
に
加
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同

条
約
の
締
約
国
と
の
間
で
は
一
定
の
条
件
の
下
で
外
国
人
受
刑
者
の
本
国
へ
の
移
送
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る

が
、
イ
ラ
ン
側
は
同
条
約
に
加
入
し
て
お
ら
ず
、
両
国
間
で
受
刑
者
の
移
送
を
実
施
す
る
た
め
、
二
国
間
の
受
刑
者
移
送
条
約

の
作
成
及
び
締
結
に
向
け
た
交
渉
を
開
始
し
た
結
果
、
日
本
側
は
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
十
七
年
）
一
月
九
日
に
東
京
で
、
イ

ラ
ン
側
は
同
年
一
月
十
日
に
テ
ヘ
ラ
ン
で
、
こ
の
条
約
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
十
七
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
は
、
自
己
に
言
い
渡
さ
れ
た
刑
に
服
す
る
た
め
、
こ
の
条
約
に
従
い
裁
判
国
の
領
域
か
ら
執
行
国

の
領
域
に
移
送
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
判
決
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
、
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
が
移
送
に
同
意
し
て
い
る

こ
と
、
刑
が
科
せ
ら
れ
る
理
由
と
な
っ
た
作
為
又
は
不
作
為
が
双
罰
性
を
構
成
す
る
こ
と
等
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
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合
に
限
り
、
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
移
送
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
当
該
移
送
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
主
権
、
安
全
、
公
の
秩
序
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
を
害

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
こ
の
条
約
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
全
て
の
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
は
、
条
約
の
内
容
に
つ
き
裁
判
国
か
ら
通
知

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

五
、
移
送
後
の
刑
の
執
行
の
継
続
は
、
執
行
国
の
法
令
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。
執
行
国
は
、
裁
判
国
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
刑

の
法
的
な
性
質
及
び
期
間
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
各
締
約
国
は
、
自
国
の
憲
法
及
び
法
令
に
従
い
、
特
赦
、
大
赦
又
は
減
刑
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
、
こ
の
条
約
の
適
用
に
当
た
り
要
す
る
費
用
は
、
専
ら
裁
判
国
の
領
域
に
お
い
て
要
す
る
費
用
を
除
く
ほ
か
、
執
行
国
が
負

。

、

、

。

担
す
る

執
行
国
は

刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
者
に
対
し

移
送
の
費
用
の
全
部
又
は
一
部
の
償
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

八
、
こ
の
条
約
は
、
両
締
約
国
が
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
旨
を
相
互

に
通
告
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


